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文教児童委員会資料 

令和 2 年 5 月 14 日 

子 ど も 家 庭 部 

教育委員会事務局 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急対策の実施について 

【文教児童委員会関係】 

 

 新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を踏まえ、感染症の拡大を抑制し、区民の生命と

健康を守り、区民生活や区内産業を支えるため、下記のとおり、緊急対策を実施する。（各対策の実

施状況は令和 2年 4月 21日時点のものであり、複数の部が実施する対策については、いずれかの部

が既に実施している場合には、既に実施している対策として記載している。） 

 

記 

１ 実施概要 

 ⑴ 今後実施する対策 

  ① 教育関連施設及び子育て関連施設の臨時休業等への対応 

   ア 学校配備タブレットを設定変更し、購入するモバイルルーターと合わせて家庭へ貸与 

    （受験を控える中学校第３学年全員に、設定変更した学校配備タブレットを貸与し、 

     家庭での動画共有サービスを活用した特別授業の視聴環境を整備する） 

 

⑵ 既に実施している対策 

 ① 区民生活支援 

 ア すくすくカード事業の利用期限延長【子ども家庭部】 

  （利用期限が到来する対象者に対し、期限の延長を行う） 

 

イ 各種申請の郵送受付【総務部・危機管理室・区民文化部・健康生きがい部・福祉部 

・子ども家庭部・都市整備部・土木部・教育委員会事務局】 

 （窓口申請が原則の一部申請について、郵送対応を可能とする） 

 

② 教育関連施設及び子育て関連施設の臨時休業等への対応 

ア 保育所及び私立幼稚園等における感染症対策事業費補助 

【子ども家庭部・教育委員会事務局】 

  （保健衛生用品等の購入、消毒に要した経費に対する助成） 

 

イ 保育所及びあいキッズの臨時休業及び利用自粛等に対する利用者負担額の減免措置 

  【子ども家庭部・教育委員会事務局】 

  （利用自粛等の理由で保育所及びあいキッズを利用しなかった場合の保育料・利用料を 

減額または免除） 
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ウ ファミリー・サポート・センター事業の利用料減免【子ども家庭部】 

  （小学校の臨時休業等に伴い、同事業を利用した場合の利用料の減免） 

 

エ あいキッズの時間延長【教育委員会事務局】 

  （半日開所を１日開所に時間を延長） 

 

オ 保育所及びあいキッズの４月入所世帯の復職、就職期限の延長 

  【子ども家庭部・教育委員会事務局】 

 （育児休業者の復職期限及び就労内定者の就職期限を延長） 

 

カ ＩＣＴを活用した特別授業の配信【教育委員会事務局】 

 （休校となった小・中学校の児童・生徒に向けて、動画共有サービスを活用して特別授業

の配信を実施） 

 

キ 家庭での読書支援の配信【教育委員会事務局】 

 （自宅での読書に役立つ情報、取組の紹介や、世界の絵本の読み聞かせ動画などを配信） 

 

⑶ 国及び東京都の緊急対策に今後対応するもの 

① 子育て世帯への臨時特別給付金の支給【子ども家庭部】 

（児童手当受給対象児童１人あたり１万円の一律給付） 


